
第８次・第９次すこやか長寿プラン２１の基本目標について  

第８次すこやか長寿プラン２１ 第９次すこやか長寿プラン２１ 

基本目標１ 高齢者を地域で支える環境づくり 

地域の高齢者への総合的な支援を行う高齢者生活支援センターの機能強化や周知を行い，

社会福祉協議会と連携し市民とともに，芦屋市地域発信型ネットワークの充実を推進します。 

また，高齢者が介護や支援を必要とする状態に 

なった場合も，可能な限り住み慣れた地域の中で安心して生活できるよう，住民主体の見守り

体制の整備を進めるとともに，「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進します。 

さらに，重要性が高まっている高齢者の権利擁護や認知症高齢者の支援を一層強化すると

ともに，保健・医療・福祉・介護などの関係機関の連携を強化し，様々な情報の共有と問題解

決にあたり迅速な対応や支援，サービスを身近に得ることができる環境の整備を図ります。 

介護や支援が必要になっても，できる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，住まい・

医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の更なる深化・

推進を図るために，地域の高齢者への総合的な支援を行う高齢者生活支援センターの機能強化

や医療・介護の連携の促進に取り組みます。 

また，地域共生社会の実現のため，相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を一体的

にすすめ，「８０５０問題」や「ダブルケア」など市民の複合・複雑化した支援ニーズに対応す

るため，包括的な支援体制の整備を推進します。 

さらに，国の認知症施策推進大綱に基づき，認知症の発症を遅らせ，認知症になっても希望

をもって日常生活を過ごせる社会を目指し，認知症の人や家族の視点を重視しながら，「共生」

と「予防」を車の両輪とした施策を推進します。 

基本目標２ 社会参加の促進と高齢者にやすらぎのあるまちづくり 

超高齢社会を豊かで活力ある長寿社会とするためには，高齢者自身が地域社会における役

割を見出し，自らの経験や知識，技能を生かせる環境が必要です。 

そのため，地域社会活動，生涯学習，就労など，高齢者が生きがいを持って積極的に社会に

参加できるよう自己実現の機会の創出を一層推進していきます。 

また，長寿社会に対応した住環境を整備するとともに，高齢者を犯罪や災害等から守り，安

心・安全に生活できるよう，関係機関や地域団体等の連携・協力による生活環境の整備や地域

づくりを強化します。 

人生１００年時代において，生涯現役社会を実現し，活力ある長寿社会とするためには，高

齢者自身が地域社会における役割を見出し，自らの経験や知識，技能を生かせる環境が必要で

す。 

そのため，地域社会活動，生涯学習，就労など，高齢者が生きがいを持って積極的に社会に

参加できるよう自己実現の機会の創出を一層推進していきます。 

また，長寿社会に対応した多様な住環境を整備するとともに，高齢者を犯罪や災害等から守

り，安心・安全に生活できるよう，関係機関や地域団体等の連携・協力による生活環境の整備

や地域づくりを強化します。 

基本目標３ 総合的な介護予防の推進 

超高齢社会を活力ある長寿社会とするためには，高齢者が要介護状態または要支援状態と

なることを予防し，活動的な生活を送ることができるよう支援するとともに，元気な高齢者を

含む地域住民や NPO など多様な主体による新たなサービスの提供体制の整備を図り地域全

体で高齢者を支える仕組みづくりが必要です。 

また，地域において高齢者が介護予防に関心を持ち，自主的に介護予防活動に取り組む仕組

みや通いの場等の環境づくりも必要です。 

そのため，地域における高齢者の状況を的確に把握し，必要な方に効果的な予防対策を行え

るよう，自立の視点に立ち，利用者の状態に応じた，介護予防・日常生活支援総合事業（以下

「総合事業」という。），予防給付及び地域における介護予防活動の推進を図ります。 

高齢者ができる限り要介護状態または要支援状態となることへの予防と健康長寿をめざし，

自主的に介護予防活動に取り組めるよう，身近な地域で，気軽に参加できる住民主体の介護予

防教室やつどい場の更なる整備に努めます。 

また，自立支援，介護予防・重度化防止の取り組みについては，リハビリテーション専門職

等との幅広い医療専門職の関与も得ながら，効果的・効率的な介護予防施策を推進します。 

さらに，運動，口腔，栄養，社会参加などの観点から，ＫＤＢシステムなどのデータも活用

し，高齢者の保険事業と介護予防の一体的な実施を推進することで，高齢者の生活習慣病など

の疾病予防や重度化防止に取り組みます。 

基本目標４ 介護サービスの充実による安心基盤づくり 

介護が必要な状態になっても必要な介護サービスを受けることにより，できる限り住み慣

れた地域や家庭で日常生活が送れるように支援し，身体機能等の維持，改善を目指して，介護

度の重度化を防ぐことも重要です。 

そのため，要介護認定の適正化，適切な介護給付や苦情対応体制の充実，監査体制の確立等

により，適性かつ質の高い介護保険サービスの提供に努めるとともに，低所得者の負担軽減等

に取り組みます。また，医療ニーズの高い利用者をはじめとした様々なニーズに柔軟に対応

し，地域の実情に合わせて要介護者の在宅生活を支えるためのサービスの整備を図り，超高齢

社会における安心基盤づくりを進めます。 

介護が必要な状態になっても必要な介護サービスを受けることにより，できる限り住み慣れ

た地域や家庭で日常生活が送れるようにするため，在宅サービスの充実を図るとともに，特別

養護老人ホームや特定施設入所者生活介護などの施設サービス・居住系サービスの整備を進め

ます。 

また，介護人材の確保は，喫緊の課題となっており，市内の介護保険事業所とともに，計画

的な介護人材の確保と介護業務の効率化に向けて取り組みます。 

さらに，今後の超高齢社会において，持続可能な介護保険制度になるよう介護給付費適正化

計画に基づき，給付の適正化に取り組むとともに，監査体制の充実，事業運営の透明性の確保

など介護サービスの質の向上に取り組み，超高齢社会において，安心できる基盤づくりを進め

ます。 
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